
◆
配
偶
者
控
除
な
ど
の
見
直
し

　

働
く
意
思
が
あ
る
人
が
就
業
調
整

を
意
識
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
、

配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控

除
の
適
用
範
囲
と
控
除
額
が
次
の
通

り
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

※
31
年
度（
30
年
所
得
分
）か
ら
適
用
。

【
配
偶
者
控
除
】
合
計
所
得
金
額
が

38
万
円
以
下
の
配
偶
者
を
対
象
と
し

た
控
除
額
が
、
納
税
義
務
者
の
合
計

所
得
金
額
に
応
じ
て
段
階
的
に
変
更

さ
れ
た
他
、
合
計
所
得
金
額
が
１
０

０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
控
除

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。

【
配
偶
者
特
別
控
除
】
控
除
額
が
、

納
税
義
務
者
の
合
計
所
得
金
額
と
配

偶
者
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
段

階
的
に
変
更
さ
れ
た
他
、
対
象
と
な

る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２

３
万
円
以
下
へ
と
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

給
与
所
得
者
の
特
別
徴
収

　

県
と
市
で
は
、
給
与
所
得
者
の

個
人
住
民
税
（
市
・
県
民
税
）
に
つ

い
て
、
給
与
支
払
者
（
事
業
主
）
に
、

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別
徴

収
」
に
よ
る
納
付
の
実
施
を
徹
底
す

る
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
度
ま
で
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
に
よ
る
「
普
通
徴
収
」
で
納
付

し
て
い
た
給
与
所
得
者
は
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
人
を
除
き
、
特
別

徴
収
へ
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
へ
は
、
市
か
ら
事
業
主
を

経
由
し
、
市
・
県
民
税
の
「
特
別
徴

収
税
額
の
決
定
・
変
更
通
知
書
（
納

税
義
務
者
用
）」
が
届
き
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班
☎
73
・
０
０
８
７

■
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
人

1
均
等
割
・
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な

い
人

①
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
者
②

障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た

は
寡
夫
で
、
29
年
中
の
所
得
が
１
２

５
万
円
以
下
の
人

2
均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

29
年
中
の
所
得
が
28
万
円
×
（
配

偶
者
・
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）
＋

16
万
８
０
０
０
円
以
下
の
人

※
配
偶
者
・
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合

は
28
万
円

3
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

29
年
中
の
所
得
が
35
万
円
×
（
配

偶
者
・
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）
＋

32
万
円
以
下
の
人

※
配
偶
者
・
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合

は
35
万
円

主
な
改
正
点

◆
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し
（
上
限

額
の
引
き
下
げ
）

　

国
の
税
制
度
改
正
に
伴
い
、
給
与

所
得
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
控

除
上
限
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

（
＝
左
表
）。

市
・
県
民
税
の
改
正

給
与
所
得
控
除
が
見
直
さ
れ
ま
す

　

平
成
30
年
度
（
平
成
29
年
分
所
得
）
の
市
・
県
民
税
の
課
税
対
象
者

に
対
す
る
納
税
通
知
書
は
６
月
８
日
（
金
）
に
発
送
予
定
で
す
。
こ
れ

に
伴
い
、
30
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
た
税
制
度
の
主
な
改
正
点
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

《給与所得控除の上限額の改正点》
29年度課税分 30年度以降課税分

 上限額が適用
 される給与収入額

 1200万円  1000万円

 給与所得控除の
 上限額

 230万円  220万円

《給与所得計算の改正点》
給与等の収入金額 29年度課税分 30年度以降課税分

1000万円以上
1200万円未満

収入金額×0.95－170万円
収入金額－220万円

1200万円以上 収入金額－230万円

　市税を滞納すると、納期限の翌日から完納までの日数に
応じて、延滞金が加算されます。また、市が実施する事業
への入札参加や補助金の受給などの行政サービスが制限さ
れることがあります。
　財産があるにもかかわらず督促・催告に応じない滞納者
に対しては、財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。
昨年度に実施した差し押さえの内訳は次の通りです。

預貯金
生命
保険

給与 不動産 その他 合計

 差し押さえ
 件数

8件 27件 6件 10件 33件 84件

◆納税相談は通常時間外にも実施
　市では、通常時間外の納税・相談窓口を市役所１階税務
課で開設しています。災害や病気などのやむを得ない事情
により納税が困難な場合は、早めにご相談ください。
日曜納付・相談窓口…毎週日曜日の９時～12時
夜間納付・相談窓口…毎月25日の17時30分～20時
※25日が土・日曜日、祝日の場合は、次の平日に実施

　税金は私たちの暮らしを支える大切な財源です。期限内
に納税を行いましょう。市では、督促・催告に応じない滞
納者に対しての滞納処分の取り組みを強化しています。

問税務課納税推進室☎73－0087

《財産の差し押さえまでの流れ》
〔納税通知書の発送〕

〔　 督促・催告 　〕

〔　　財産調査　　〕

〔財産の差し押さえ〕

〔　　換価処分　　〕

○納期限後、督促状を発送。
○納付がない場合、催告書などで催
告を実施。

○勤務先や金融機関などへの財産調
査を実施。
※本人の承諾は必要ありません。

○財産の差し押さえを実施。
※市税を分割納付している人でも、
調査後に発見された財産によって
は対象になることがあります。

○差し押さえた財産を、債権取立・
不動産公売により市税へ充当。

税金の
納め忘れはありませんか

くらしの情報Sosa Information
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　県指定名勝・
仁右衛門島（鴨
川市）へ船で渡
り、島内散策や
潮だまりの生き
物を観察します。
期日…６月16日
（土）生涯学習センターに６時50分集
合　※小雨実施。
対象…小学生以上（４年生以下は保護
者同伴）
定員…45人（申し込み順）
参加費…1000円（観覧料など）
申し込み…13日（水）までに下記まで
問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
持
参
品

①
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
②

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
（
同

じ
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
全
員
分
）

③
印
鑑
④
通
帳（
新
規
の
み
）

　

な
お
、
所
得
金
額
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
平
成
29
年
度
は
該
当
と
な
ら

な
か
っ
た
人
も
新
た
に
対
象
に
な
る

場
合
や
、
29
年
度
の
該
当
者
で
も
対

象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
27
年
８
月
以
降
に
65
歳
を

迎
え
、
等
級
が
該
当
に
な
っ
た
人
ま

た
は
他
県
か
ら
転
入
し
た
人
は
助
成

の
対
象
外
で
す
。

問
福
祉
課
障
害
福
祉
班
☎
73
・
０
０

９
６
、
野
栄
総
合
支
所
☎
67
・
３
１

１
１

　

市
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
１

級
〜
２
級
の
人
お
よ
び
療
育
手
帳
Ⓐ

〜
Ａ
の
人
を
対
象
に
重
度
心
身
障
害

者
（
児
）
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。
助
成
対
象
者
は
６
月
15
日

（
金
）
ま
で
に
申
請
の
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

受
給
券
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、

５
月
末
に
通
知
書
を
送
付
し
ま
し

た
。
申
請
が
無
い
場
合
は
、
助
成
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
な
ど

　

下
記
の
物
を
お
持
ち
の
上
、
市
役

所
１
階
福
祉
課
ま
た
は
野
栄
総
合
支

所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
金

額
に
よ
っ
て
は
該
当
と
な
ら
な
い
場

助
成
申
請
は
今
月
15
日
ま
で

重
度
心
身
障
害
者（
児
）の
医
療
費

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は
、

手
当
を
継
続
し
て
受
け
る
た

め
に
「
現
況
届
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
届

出
書
を
送
付
し
ま
す
。
届
出

書
の
内
容
を
確
認
し
、
関
係

書
類
を
添
え
て
、
６
月
30
日

（
土
）
ま
で
に
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
は
、
毎
年
６
月
１
日
現
在
の

状
況
を
把
握
し
、
６
月
分
以
降
の
手

当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
は
、
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
提
出
先

　

市
役
所
１
階
福
祉
課
ま
た
は
野
栄

総
合
支
所

問
福
祉
課
子
育
て
支
援
班

☎
73
・
０
０
９
６

土
・
日
曜
日
も

受
け
付
け
て
い
ま
す　

　

６
月
17
日
（
日
）・
30
日
（
土
）

は
福
祉
課
で
現
況
届
の
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。

時
間
…
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

海の生き物と触れ合おう海の生き物と触れ合おう

第２回第２回 自然観察会自然観察会

は
な
ま
る
ダ
イ
ニ
ン
グ

は
な
ま
る
ダ
イ
ニ
ン
グ

　

料
理
を
作
っ
て
、
食
生
活
や
生
活

習
慣
病
の
予
防
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

◆
期
日
と
テ
ー
マ

①
７
月
13
日（
金
）・「
減
塩
対
策
」

②
８
月
30
日
（
木
）・「
食
事
の
バ
ラ

ン
ス
」

③
10
月
30
日（
火
）・「
脂
質
異
常
症
」

④
11
月
28
日
（
水
）・「
歯
磨
き
チ
ェ

ッ
ク
」 

※
時
間
は
い
ず
れ
も
９
時
30
分
〜
13

時
で
、
１
回
の
み
の
参
加
も
可
。

◆
場
所
と
対
象
な
ど

場
所
…
①
②
は
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

③
④
は
八
日
市
場
公
民
館

対
象
…
市
内
在
住
者　

定
員
…
20
人（
申
し
込
み
順
）

参
加
費
…
１
回
２
０
０
円

わ
ん
ぱ
く
ク
ッ
キ
ン
グ

わ
ん
ぱ
く
ク
ッ
キ
ン
グ

　

親
子
で
一
緒
に
料
理
や
お
や
つ
を

作
り
ま
す
。
作
っ
て
楽
し
い
、
食
べ

て
お
い
し
い
教
室
で
す
。

◆
コ
ー
ス
と
期
日

①
【
Ａ
コ
ー
ス
】
７
月
31
日
（
火
）、

８
月
17
日（
金
）、
９
月
９
日（
日
）

②
【
Ｂ
コ
ー
ス
】
12
月
21
日
（
金
）、

１
月
24
日（
木
）、
２
月
27
日（
水
）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
９
時
20
分
〜
13

時
で
、
申
し
込
み
は
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら

か
の
コ
ー
ス
の
み
。

◆
場
所
と
対
象
な
ど

場
所
…
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　

対
象
…
２
歳
以
上
の
幼
児
と
そ
の
親

定
員
…
15
組（
申
し
込
み
順
）

参
加
費
…
各
回
１
人
に
付
き
１
０
０

円
問
健
康
管
理
課
☎
73
・
１
２
０
０

　

各
料
理
教
室
を
７
月
か
ら
開
催
し
ま
す
。
親
子
で
参
加
で
き
る
教
室

も
あ
る
の
で
、〝
作
っ
て
楽
し
い
、
食
べ
て
学
べ
る
〞
お
い
し
い
教
室
に

ぜ
ひ
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

〝
美
味
し
い
、
楽
し
い
、
学
べ
る
〟

料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す

料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す

わんぱくクッキングの様子（昨年）

参加参加
募集募集

児童手当の現況届 受
給
者
は

30
日
ま
で
に
提
出
を
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